
令和６年度 第１回 長浜市総合教育会議 次第 

日時：令和６年７月３０日（火）   

場所：市役所本庁舎３階 特別会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

３ 意見交換 

【テーマ：学校・園の再編について】 

■行政説明 

・学校の適正規模・適正配置の基本方針の策定について 

 （参考）本市の人口動向、学校をめぐる現状、本市就学前児童の状況 

■意見交換 

・少子化が進むなか、子どもたちにとってより良い学校の在り方についてどう

あるべきか 

・よりよい教育・保育環境の構築と質の高い教育・保育の実現に向けてどうあ

るべきか 等 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 
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◆学校の適正規模・適正配置の基本方針の策定について

◆参考１）長浜市の人口動向について

◆参考２）学校をめぐる現状について

◆参考３）長浜市就学前児童の状況
資料1

令和6年度第１回 総合教育会議

令和6年7月30日（火）
教 育 改 革 推 進 室



◆学校園の適正規模・適正配置の

基本方針の策定について
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こどもを取り巻く状況
◆こどもの人口減少

→ 単級や複式学級が存在する学校の増加

◆核家族化や共働き世帯の増加

→ 低年齢かつ長時間の保育ニーズの高まり

◆長浜市内の動向

・上草野小学校、下草野小学校→浅井小学校(H26) ・余呉小学校、鏡岡中学校→余呉小中学校（H30）

・浅井小学校、七尾小学校→新しい浅井小学校(H30) ・虎姫小学校、虎姫中学校→虎姫学園（R2）

・木之本小学校、杉野小学校→新しい木之本小学校(R2） ・木之本中学校、杉野中学校 →新しい木之本中学校(R2）

・速水幼稚園、朝日幼稚園→湖北幼稚園(H26) ・高月幼稚園、高月保育園→たかつき認定こども園(H27)

・木之本幼稚園、木之本保育園→きのもと認定こども園(H27）

・長浜南幼稚園→長浜南認定こども園(幼稚園型認定こども園 R2)

・北郷里幼稚園の休園(R7)
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現在の学校再編に関する方針【国】

【文部科学省】

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引

集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨
することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学
校の特質を踏まえ、小・中学校では一定の集団規模が確保されてい
ることが望ましい。
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現在の学校再編に関する方針【長浜市】

① 当該学校の児童生徒数が長期的に減少傾向を示す中で、現在複式学級が

ある学校、今後、５年以内に複式学級が想定される学校について、学校の適正

規模・適正配置 について検討を進める。

② 保護者・地域住民の皆さんと十分に話し合い、子どもたちにとってより良

い学校の在り方について検討を進める。

資料5



将来を見通した方針の必要性

資料6

長浜市学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針

◆学校園の規模の適正化や将来を見据えた適正配置の在り方

◆少子化に対応した活力ある学校園づくりの在り方を見据えた適正配置の

在り方

よりよい教育・保育環境の構築と質の高い教育・保育の実現を目指します



基本方針の位置づけ
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基本方針の期間

資料8

◆令和８年度から令和17年度までの10年間

◆10年間を基本方針の期間として設定
→ 将来を見通しつつ、社会情勢に的確に対応

◆令和５年度末の年齢別人口を基準とする。



検討体制

資料9

長浜市学校園の

適正規模・適正配

置検討委員会に

て意見聴取・検討



スケジュール

資料10

時期 内容

令和６年度 5月 ◆適正規模配置検討委員会開催

→ 8回程度開催、意見聴取、検討

令和７年度

11月

3月

◆検討委員会の意見を受け、基本方針策定

◆パブリックコメント

◆基本方針公表

※適宜、教育委員会、議会に報告



◆参考１）

長浜市の人口動向について
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総人口の推移

出典：長浜市人口ビジョン抜粋 資料12



年齢３区分別人口の推移

（15～64歳人口）

（0～14歳人口）

（64歳以上人口）

出典：長浜市人口ビジョン抜粋
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年齢別人口

R6.3.31現在住民記録から
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◆参考２）

学校園をめぐる現状について

資料15



小学校・中学校
義務教育学校の
位置図および学校数

資料16

小学校 ２３校
中学校 １０校
義務教育学校 ２校



Ｒ6 学校規模の状況（小・義前）
学校規模 学級数 学校数 小学校・義務教育学校（前期） 計25校

過大規模校 ３１学級以上 該当なし

大規模校 19～30学級 2校 長浜小学校（２４） 長浜北小学校（23）

標準規模校 12～18学級 5校 神照小学校（18） 南郷里小学校（18）
長浜南小学校（14） 湯田小学校（13）
高月小学校（12）

小規模校 ６～１１学級 16校 速水小学校（9） 浅井小学校（8）
虎姫学園（前期）（8） 木之本小学校（7）
びわ南小学校（6） 北郷里小学校（6）
びわ北小学校（6） 朝日小学校（6）
余呉小中学校（前期）（6） 富永小学校（6）
塩津小学校（6） 古保利小学校（6）
小谷小学校（6） 七郷小学校（6）
田根小学校（6） 伊香具小学校（6）※3

過小規模校 ５学級以下 2校 永原小学校（５）※3 高時小学校（5）※3

※1 小学校の学
級数は、12学級以
上18学級以下を
標準とする。（学校
教育法施行規則
第41条）

※２ （ ）内の数：
令和６年４月８日
現在の学級数（特
別支援学級を除
く）

※３ 複式学級が
発生している学校
３校
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Ｒ6 学校規模の状況（中・義後）
学校規模 学級数 学校数 小学校・義務教育学校（後期） 計１２校

大規模校 19学級以上 1校 北中学校（20）

標準規模校 12～18学級 2校 西中学校（15） 南中学校（12）

小規模校 6～1１学級 6校 浅井中学校（11） 高月中学校（9）
湖北中学校（9） 東中学校（6）
びわ中学校（6） 木之本中学校（9）

過小規模校 ５学級以下 3校 虎姫学園（後）（5） 西浅井中学校（4）
余呉小中学校（3）

※1 標準規模に
ついては、小学校
の規定を準用して
います。

※2 （ ）内の数：
令和６年４月８日
現在の学級数（特
別支援学級を除
く）を表します。
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学級編制の標準（Ｒ6現在）

小学校・義務教育学校（前期課程） 中学校・義務教育学校（後期課程）

同学年の児童生徒で編制する学級 ３５人（１～5年）
４０人（６年）

４０人

複式学級（２個学年） １６人
（１年生を含む場合８人）

８人

特別支援学級 ８人 ８人

※国：学級編制の標準を設定＜義務標準法＞ Ｒ７までに小学校６年生までを段階的に３５人学級編制を標準とする。

※都道府県教委：国が定める標準を踏まえ、学級編制の基準を設定

※学級編制の弾力化…滋賀県では、小中学校の全学年で３５人学級編制が可能としている。
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◆参考３）

長浜市就学前児童の状況

長浜市教育委員会事務局 幼児課
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①幼稚園、保育所、認定こども園

②長浜市就学前児童の推移

③園の職員配置基準

資料21



施設名 施設内容 対象年齢
施設数

公立 私立 合計

幼稚園 学校教育法上の学校と位置付けられており、
「幼稚園教育要領」に基づいた就学前教育を
行う施設

３歳児～５歳児 ８ ０ ８

保育所 児童福祉法に基づく児童福祉施設。保護者
が就労や疾病等により就学前の児童を保育す
ることができないと認められる場合に、保護者に
代わり「保育所保育指針」に基づいた就学前
教育を行う。

０歳児～５歳児 ３ ５ ８

認定こども園 認定こども園法に基づき、幼稚園と保育所の
機能や特長をあわせもち、地域の子育て支援
も行う施設。「幼保連携型認定こども園教育・
保育要領」に基づいた就学前教育を行う。

短時部
３歳児～５歳児
長時部
０歳児～５歳児

９ ８ １７

２０ １３ ３３

●各施設の特徴
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認定区分 利用施設

１号認定 満３歳以上の小学校入学前の子どもで、2号認定の子ど
も以外

幼稚園
認定こども園（短時部）

２号認定 満３歳以上の小学校入学前の子どもで、保護者の労働
または疾病その他の事由により、家庭において必要な保
育を十分に受けることができない子ども

保育所
認定こども園（長時部）３号認定 満３歳未満の子どもで、保護者の労働または疾病その他

の事由により、家庭において必要な保育を十分に受けるこ
とができない子ども

●教育・保育給付認定について

平成27年4月から「子ども・子育て支援制度」が施行され、幼稚園・保育所・認定こども園の利用にあ
たっては、３つの区分に応じた支給認定を受ける必要があります。
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●幼稚園、保育所、認定こ
ども園の位置図

【旧伊香郡、旧東浅井郡】
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●幼稚園、保育所、認定こ
ども園の位置図

【旧長浜市】

資料25



施設名 ４月1日園児数

公

立

長浜幼稚園 ４７

長浜北幼稚園 ４７

長浜西幼稚園 ２８

わかば幼稚園 ３７

神照幼稚園 ８０

南郷里幼稚園 ７７

北郷里幼稚園 １１

湖北幼稚園 ２７

●各施設の園児数【 幼稚園・保育所 】

資料26

施設名 ４月1日園児数

公

立

北保育園 ２２２

さくらんぼ保育園 ７４

一麦保育園 ４８

私

立

長浜梅香保育園 ４６

ほいくえんももの家 ８３

チャイルドハウス １０１

ひよこ乳児保育園 ４４

しらやま保育園 ８８



施設名 ４月1日園児数

公

立

六荘認定こども園 ３９

あざい認定こども園 ６２

びわ認定こども園 ２４

とらひめ認定こども園 １７

たかつき認定こども園 ６５

きのもと認定こども園 ２５

よご認定こども園 ６

にしあざい認定こども園 １４

長浜南認定こども園 ９

●各施設の園児数【 認定こども園（短時部）】

施設名 ４月1日園児数

私

立

認定こども園長浜梅香保育園 １６

長浜愛児園 １１

カトリック長浜こども園 １１

レイモンド長浜南こども園 ３

長浜学舎 ９

レイモンド長浜こども園 ５

小谷こども園 ９

速水こども園 １
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施設名 ４月1日園児数

公

立

六荘認定こども園 １７７

あざい認定こども園 ２６７

びわ認定こども園 １７１

とらひめ認定こども園 １１６

たかつき認定こども園 １９９

きのもと認定こども園 １０２

よご認定こども園 ４０

にしあざい認定こども園 ４５

長浜南認定こども園 ３２

●各施設の園児数【 認定こども園（長時部）】

施設名 ４月1日園児数

私

立

認定こども園長浜梅香保育園 １３８

長浜愛児園 １２３

カトリック長浜こども園 ２１８

レイモンド長浜南こども園 ８８

長浜学舎 １１７

レイモンド長浜こども園 ９２

小谷こども園 １３８

速水こども園 ６５
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①幼稚園、保育所、認定こども園

②長浜市就学前児童の推移

③園の職員配置基準
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

3歳
以上児

3268 3,250 3,208 3,163 3,112 3,066 2,898 2,787 2,711 2,629 2,517

1・2歳
児

2127 2,091 2,083 2,003 1,862 1,803 1,774 1,713 1,649 1,526 1,490

0歳
児

1041 1,006 946 893 874 837 819 786 709 746 658

計 6,436 6,347 6,237 6,059 5,848 5,706 5,491 5,286 5,069 4,901 4,665

■就学前人口の推移（過去10年） 各年4月1日

△730 △1,041
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

児童数 1,545 1,532 1,436 1,282 1,145 1,011 850 817 796 768 680

■1号認定利用児童数の推移（過去10年） 各年4月1日

△534 △331

資料31



H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

3歳
以上児

1,648 1,657 1,701 1,828 1,915 1,977 1,999 1,940 1,889 1,837 1,808

1・2歳
児

750 761 832 933 921 909 945 906 879 903 925

0歳
児

76 74 85 82 80 88 69 87 88 106 101

計 2,474 2,492 2,618 2,843 2,916 2,974 3,013 2,933 2,856 2,846 2,834

■ 2・3号認定利用児童数の推移（過去10年） 各年4月1日

＋500 △140
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■就学前人口と入園入所者数の推移 各年4月1日
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R2 R3 R4 R5 R6

0 8.42 11.07 12.41 14.21 15.35

1 47.90 45.53 47.58 55.46 55.24

2 58.30 60.14 58.79 62.52 69.28

3 97.68 99.23 97.95 98.44 98.88

4 98.23 98.80 99.56 99.20 98.10

5 98.94 98.75 99.56 99.56 99.54

■ 年齢別就園率の推移（過去5年）各年4月1日

👶0歳児
[R2]8.42％ → [R6]15.35％
R6 6～7人のうち1人が在園

（658人のうち101人が在園）

👦1歳児
[R2]47.90％ → [R6]55.24％
R6 2人のうち1人以上が在園

（764人のうち423人が在園）

👩2歳児
[R2]58.30％ → [R6]69.28％
R6 3人のうち2人が在園

（726人のうち504人が在園）

参考：R5
[R5.4.1]106人 →→→ [R6.3.1]237人
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①幼稚園、保育所、認定こども園

②長浜市就学前児童の推移

③園の職員配置基準
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幼稚園 保育所・認定こども園

国 長浜市 国 長浜市

学級定数 職員定数 学級定数 職員定数 学級定数 職員定数 学級定数 職員定数

０歳児 - - - - 面積基準

3.3㎡/人

１対３ 面積基準

3.3㎡/人

１対３

１歳児 - - - - １対６ １対５

２歳児 - - - -

面積基準

1.98㎡/人

１対６

面積基準

1.98㎡/人

１対５

３歳児 面積基準

１学級

180㎡

１対３５ 面積基準

１学級

180㎡

１対２０ １対１５ １対２０

４歳児 １対３５ １対３０ １対２５ １対３０

５歳児 １対３５ １対３０ １対２５ １対３０

●職員配置定数等

※2024年度より変更（経過措置として当面の間は従前の基準により運営することも妨げない）
※この他に、長浜市独自の多人数加配、早延長加配、週休加配、研修加配等があります。
※赤字は国の基準より手厚く、職員を配置しています。
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